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令和４年度第９回農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和４年 １２月１２日（月） 午後１時３０分から午後３時２４分 

 

２．開催場所  鳥取市人権交流プラザ ２階 研修室 

 

３．出席委員  （２１名） 

会 長 ４番 濱 田   香 会長職務代理者 ６番 田 渕   緑 

委 員   委 員 １４番 福 安   修 

〃   〃 １５番 上 田 壽 一 

〃 ３番 河 毛 早 苗 〃 １６番 藏 内 敏 博 

〃 ５番 下 田 義 男 〃 １７番 砂 川 重 雄 

〃 ７番 建 部 憲 二 〃 １８番 依 藤 利 一 

〃 ８番 川 上 信 温 〃 １９番 竹 森   潔 

〃 ９番 猪 口   実 〃   

〃 １０番 福 田 克 彦 〃 ２１番 柳 田 和 廣 

〃 １１番 中 村   精 〃 ２２番 石 谷   隆 

〃 １２番 福 田 淳一郎 〃 ２３番 加 藤   修 

〃 １３番 山 田 準 二 〃 ２４番 岩 永 正 司 

 

４．欠席委員  （２名） 

委 員 ２番 村 田 幸 範 委 員 ２０番 香 川   恵 

 

 

５．報告委員  （農地利用最適化推進委員：３名） 

邑美 竹 内 七 郎 高草 民 谷 富 男 

福部町        谷 口 泰 彦   

 

 

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議事 

議案第 ５２ 号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ５３ 号  下限面積（別段の面積）の設定について 

議案第 ５４ 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ５５ 号  非農地証明について 

議案第 ５６ 号  鳥取市農用地利用集積計画について 

議案第 ５７ 号  鳥取市農用地利用配分計画について 

議案第 ５８ 号  農地利用最適化推進委員の辞任の同意について 

第３ 報告事項 

（１） 農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の受理について 

（２） 公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書の受理について 

（３） 農地転用許可後の工事進捗状況および工事完了に係る報告書の受理について 

（４） 農地の形状変更届出書の受理について 

（５） 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

 

 

７．事務局  田中局長補佐 坂本主任 小出主事 
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８．会議内容 

 開会：午後１時３０分 

  

局 長 補 佐 ただ今から、令和４年度第９回鳥取市農業委員会総会を開会します。 

 農業委員会憲章の唱和は省略します。 

  それでは、濱田会長にあいさつをいただきます。 

  （会長あいさつ） 

  

局 長 補 佐 

 

まず、定足数の確認ですが、議席番号２番 村田委員、議席番号２０番 香川委員よ

り欠席の報告がありましたので、委員２３名中２１名の出席であり、農業委員会等に関

する法律第２７条第３項の規定により、本会は成立していることを報告します。 

また、これ以降は、鳥取市農業委員会会議規則第４条第１項の規定に基づき、会長に

議長として進行をお願いします。 

  

議 長 それでは、議事に入る前に議事録署名委員の指名をします。 

本日の議事録署名委員は、議席番号１４番 福安委員、１５番 上田委員にお願いし

ます。 

  

議 長 それでは、議事に入ります。議案第５２号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 整理番号３８番から４７番までの１０件あります。整理番号３８番は佐治町福園で売

買による所有権移転、整理番号３９番は河原町谷一木で売買による所有権移転、整理番

号４０番は用瀬町美成で贈与による所有権移転、整理番号４１番、４２番は杉崎で売買

による所有権移転となっており、譲受人が同じです。整理番号４３番は河原町釜口で贈

与による所有権移転、整理番号４４番は数津で売買による所有権移転、整理番号４５

番、４６番は数津、馬場で売買による所有権移転となっており、譲受人が同じです。整

理番号４７番は気高町下原で贈与による所有権移転となっております。 

  

議   長 整理番号３８番を審議します。担当農業委員、福安委員の報告をお願いします。 

  

福 安 委 員 １２月２日に譲渡人、譲受人、推進委員２名で現地確認を行いました。規模拡大に伴

いまして、譲渡人が栗の木を植えていますが、さらに本数を増やしたいというもので

す。チェックシートに基づいても、何ら問題はありません。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号３８番につきまして原案どおり許可決定することに異議はございませんか。 

  （異議なし） 

    

議    長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号３９番を審議します。担当農業委員、岩永委員の報告をお願いします。 

  

岩 永 委 員 １２月１日に推進委員、事務局と現地確認をいたしました。申請地は、今まで譲受人

が耕作しており、引き続き今後も耕作されるということで、所有権移転をするもので

す。チェックシートに基づいても、何ら問題はありません。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 
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  整理番号３９番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号４０番を審議します。担当農業委員、岩永委員の報告をお願いします。 

  

岩 永 委 員 １２月１日に推進委員２名、事務局と現地確認をいたしました。申請地は、譲渡人の

自宅の裏側にあります畑地になります。近所に住んでおられる譲受人が贈与を受けると

いうものです。チェックシートに基づいても、何ら問題はありません。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４０番につきまして原案どおり許可決定することに異議はございませんか。 

  （異議なし） 

    

議    長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号４１番、４２番を一括して審議します。担当農業委員、下田委員の報告をお

願いします。 

  

下 田 委 員 １２月６日に推進委員、事務局と現地確認をいたしました。４１番の申請地は、先

月、農家住宅を建てるということで、農地転用の許可が出ておりますが、一部残ってい

る農地部分を購入するというものです。もう一つの４２番は、先ほどの農地と隣接して

おります。畑として利用されている農地になります。両方ともチェックシートに基づい

て、何ら問題はありません。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４１番、４２番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませ

んか。 

  （異議なし） 

    

議    長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号４３番を審議します。担当農業委員、猪口委員の報告をお願いします。 

  

猪 口 委 員 １２月８日に推進委員、事務局と現地確認をいたしました。譲渡人は県外の方で、今

は、申請地の地元の人に耕作してもらっているようです。贈与で地元の譲受人に所有権

移転するというものです。チェックシートに照らし合わせても、何ら問題はありませ

ん。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４３番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号４４番を審議します。担当農業委員、河毛委員の報告をお願いします。 
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河 毛 委 員 １２月８日に推進委員、事務局と現地確認をいたしました。その申請地のそばに、譲

受人所有の農地がありますが、そこが違反転用地となっております。そこには大きなク

レーンが置いてあり、資材置場として使用されています。このような違反があるので、

農地法第３条第２項第１号に該当するので、この申請は許可できないと判断しました。 

  

議 長 譲受人に違反転用地があるということで、担当委員が許可できないと判断されまし

た。 

 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、皆さんの意見が違反転用しているので不許可ということでよろし

いでしょうか。 

（はい） 

  整理番号４４番につきましては、不許可と決定いたしました。 

 それでは、整理番号４５番、４６番を一括で審議します。担当推進委員、竹内委員の

報告をお願いします。 

  

竹 内 委 員 １２月８日に農業委員、事務局と現地確認をいたしました。譲受人は、農機具とし

て、大型トラクター、大型コンバイン、田植え機を所有しており、この地域で大規模な

農業従事者であり、この申請地を有効に耕作できる方です。チェックシートで確認しま

したが、何ら問題はございません。ご審議よろしくお願いします。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４５番、４６番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませ

んか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 整理番号４７番を審議します。担当農業委員、中村（精）委員の報告をお願いしま

す。 

  

中村(精)委員 １２月７日に推進委員２名、事務局と現地確認をいたしました。相続により県外在住

の譲渡人が取得しましたが、管理できない、耕作しないということで親戚の譲受人に、

田３筆、畑２筆を贈与するというものです。以前から譲受人が耕作しており、取得後も

引き続き耕作するというものです。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４７番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって本案は原案どおり許可決定いたしました。 

 以上で議案第５２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を終わります。 

 続きまして議案第５３号「下限面積（別段の面積）の設定について」を議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 別紙１の資料をご覧ください。空き家バンクに登録してある空き家に付随する農地に

ついて別段面積および区域の指定申請がありました。農地法施行規則第１７条第２項を
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適用した場合、下限面積（別段面積）がこの農地の地番に限って１アールに引き下げら

れることとなり、今後、３条申請が提出される予定です。 

申請地の状況につきましては、別紙１の２ページの地図をご覧ください。場所は鳥取

市河原町湯谷となっております。農地と空き家は隣接しており、無理なく耕作できる範

囲となっています。 

空き家に付随した農地の要綱上も、問題ないと判断しています。 

  

議 長 担当農業委員 田渕委員の報告をお願いします。 

  

田 渕 委 員 先ほど事務局の説明で何も言うことはありませんが、１１月３０日に推進委員と現地

確認しました。空き家バンクに登録されており、空き家に付随した農地かどうかを確認

したわけですが、空き家と農地は段差もなく隣接しておりますので、チェックシートに

照らし合わせても何ら問題ないと思います。 

  

議 長 質問・意見はありませんか。 

 （ありません） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  議案第５３号「下限面積（別段の面積）の設定について」原案どおり承認することに

異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認されました。 

 以上で議案第５３号「下限面積（別段の面積）の設定について」を終わります。 

 続きまして、議案第５４号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題

とします。事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 整理番号は４４番から４７番の全部で４件となっています。 

整理番号４７番は、先月に以前の許可が完了していなかったので審議しなかった案件

ですが、完成されたので審議させていただきます。 

 整理番号４４番、申請地は賀露町南三丁目、転用目的は資材置場、農地区分は第２種

農地、許可根拠は代替地なしです。 

 整理番号４５番、申請地は気高町新町一丁目、転用目的は建築条件付き売買予定地、

農地区分は第３種農地、許可根拠は原則許可です。 

 整理番号４６番、申請地は金沢、転用目的は住宅建築、農地区分は第２種農地、許可

根拠は集落接続です。 

 整理番号４７番、申請地は福部町湯山、転用目的は駐車場及び資材置場、農地区分は

第２種農地、許可根拠は代替地なしです。 

  

議 長 それでは、整理番号４４番を審議します。担当農業委員、川上委員の報告をお願いし

ます。 

  

川 上 委 員 昨年８月に許可された案件の土地ですが、今年の８月に取消願いが提出されました。

そして今回、資材置場として申請されました。村上推進委員が譲渡人に連絡して、心理

的、経済的に鳥取には帰らないことにされたため、取消されたようです。譲受人が近隣

で宅地造成を行っており、そのための資材の置場を確保するために申請されたもので

す。 

  

議 長 事務局からの補足をお願いします。 

  

事 務 局 隣接している住宅地は、市街化区域であります。資材置場にされるのは、チェックシ

ートに照らし合わせても、問題なしと判断しております。 

  



6 

  

議 長 質問、意見はありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４４番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認め、本案は原案どおり許可決定とします。 

 引き続き、整理番号４５番を審議します。担当農業委員、中村(精)委員の報告をお願

いします。 

  

中村(精)委員  １２月７日、浜辺推進委員、田中(精)推進委員、事務局、私で現地確認を行いまし

た。市道より北側の申請地は角地で市道との高低差が約１．５ｍあり切土造成を行う予

定です。北側隣地とは擁壁を設けて隣地からの雨水等の進入を防ぎます。北側隣地は雑

種地、東側は住宅。南側の申請地は、北側に市道、南側は公共用地、西側は国交省の用

地、東側は雑種地です。両申請地とも雨水は道路側溝、汚水は公共下水道へ排水されま

す。両申請地の隣接に農地はありませんので、許可をお願いします。 

  

議 長 質問、意見はありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４５番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認め、本案は原案どおり許可決定とします。 

 引き続き、整理番号４６番を審議します。担当農業委員、福田(淳)委員の報告をお願

いします。 

  

福田(淳)委員 １２月１日、木浪推進委員、事務局、私で現地確認を行いました。所有者には電話で

確認しております。分家住宅を建てる申請であります。チェックシートに照らし合わせ

ても他の農地に影響を及ぼすことはないと思います。 

  

議 長 質問、意見はありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４６番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認め、本案は原案どおり許可決定とします。 

 引き続き、整理番号４７番を審議します。担当推進委員、谷口(泰)委員の報告をお願

いします。 

  

谷口(泰)委員 香川農業委員が欠席ですので、代わりに報告いたします。１１月協議される予定でし

たが、審議されなかったので、今回、報告させていただきます。１１月４日、香川農業

委員、事務局、譲受人の私で現地確認を行っております。事務所近くに飲食店と雑貨屋

の営業をしており、当初の見込みよりかなり多くの来客があり、車を駐車するスペース

が足りずに道路に置いたりして危険なので、近くの土地を購入するものです。２０年以

上放置されており、雑木も生えて景観も悪く困っており、駐車場になれば良くなると思

いますので、許可をお願いします。 
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議 長 質問、意見はありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので採決に移ります。 

  整理番号４７番につきまして原案どおり許可決定することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認め、本案は原案どおり許可決定とします。 

 以上で議案第５４号「農地法第５条の規定による許可申請について」を終了します。 

 引き続き議案第５５号「非農地証明について」を議題とします。事務局の説明をお願

いします。 

  

事  務  局 整理番号１０６番から１２２番までの全部で１７件となります。市街化区域は１０６

番、１１３番、１１６番、１１９番の４件となっております。申請地、申請者、事由、

現況につきましては議案書に記載の通りです。 

  

議   長 整理番号１０６番を審議します。事務局の説明をお願いします。 

    

事 務 局 整理番号１０６番、こちらは市街化区域になります。申請地は湖山町南一丁目で、現

況は２０年以上前から月極駐車場として利用していた。現在は敷地の一部に建物が建築

されており、宅地として利用されているというものです。人為的潰廃地で転用の事実行

為から２０年以上経過し、農地行政上も特に支障がないと認められる土地になります。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１０６番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 整理番号１０７番を審議します。担当農業委員、岩永委員の報告をお願いします。 

  

岩 永 委 員 １２月１日に推進委員２名と事務局、申請者の４名で現地確認をしました。地図を見

ていただきまして、申請地は高速道路の下になります。現地まで行くことができまして

確認しましたが、雑木もありますが、結構な本数の杉が生えておりまして、元の農地に

復元するのは困難と判断しましたので、問題はございません。 

    

議 長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１０７番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 整理番号１０８番、１０９番、１１０番、１１１番、１１２番までを一括で審議しま

す。担当農業委員、猪口委員の報告をお願いします。 

  

猪 口 委 員 １２月８日に推進委員２名と事務局の４名で現地確認しました。申請地は、孟宗竹が

生えており、傾斜もあり畑として利用するのが無理な場所になりますので、問題ないと

判断しました。 
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議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１０８番、１０９番、１１０番、１１１番、１１２番について、原案どおり

承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認されました。 

  引き続き、整理番号１１３番を審議します。事務局の説明をお願いします。 

    

事 務 局 整理番号１１３番、こちらは市街化区域になります。申請地は雲山で、本件土地は２

０年以上前から耕作しておらず、宅地造成済みで、現在は駐車場として使用していると

いうものです。人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過し、農地行政上も特

に支障がないと認められる土地になります。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１１３番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 整理番号１１４番、１１５番を一括で審議します。担当推進委員、民谷委員の報告を

お願いします。 

  

民 谷 委 員 １２月５日に農業委員と事務局、申請者の４名で現地確認しました。現地は鳥取西イ

ンターの近くになります。付近には住宅や店舗が建っており、申請地にも平成９年に住

宅が建てられて、それ以降は住宅として使用しております。申請地は宅地として一体的

に利用されており、農地に戻すのは困難だと判断しました。ご審議よろしくお願いしま

す。 

  

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１１４番、１１５番について、原案どおり承認することに異議ございません

か。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認いたしました。 

  整理番号１１６番を審議します。事務局の説明をお願いします。 

    

事 務 局 整理番号１１６番、こちらは市街化区域になります。申請地は栗谷町で、本件土地は

２０年以上前から耕作しておらず、現在は駐車場となっているというものです。人為的

潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過し、農地行政上も特に支障がないと認めら

れる土地になります。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 
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  整理番号１１６番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 整理番号１１７番を審議します。担当農業委員、加藤委員の報告をお願いします。 

    

加 藤 委 員 １２月５日に推進委員と事務局の３名で現地確認しました。民家からそんなに離れて

はないですが、２０年以上耕作していないということです。現地は孟宗竹が繁茂してお

り、畑に戻すのは不可能だと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１１７番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 整理番号１１８番を審議します。担当農業委員、福田（淳）委員の報告をお願いしま

す。 

    

福田(淳)委員 １２月１日に推進委員と事務局の３名で現地確認しました。当該地は古い倉庫とそこ

に行くための進入路となっております。コンクリート舗装されており上下水道も整備さ

れております。人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過し、農地行政上も特

に支障がないと認められる土地になります。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１１８番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認いたしました。 

     整理番号１１９番を審議します。事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 整理番号１１９番、こちらは市街化区域になります。申請地は丸山町で、本件土地

は、昭和４４年に住宅を建築し、現在も住宅の敷地として利用しているというもので

す。人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過し、農地行政上も特に支障がな

いと認められる土地になります。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１１９番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認いたしました。 

 整理番号１２０番を審議します。担当農業委員、中村（精）委員の報告をお願いしま

す。 

  

中村(精)委員 １２月７日に推進委員２名と事務局の４名で現地確認しました。申請地の３筆のう



10 

ち、２筆はすでに雑木林化しております。残りの１筆はこの辺り一帯が耕作放棄地にな

っており、現地に行くのも困難な場所でした。長期間耕作放棄された為、自然潰廃した

農地で復旧が困難な土地になります。ご審議、よろしくお願いします。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１２０番について原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認しました。 

  整理番号１２１番を審議します。担当農業委員、竹森委員の報告をお願いします。 

    

竹 森 委 員 １２月５日に推進委員と事務局、申請者の長女とその妹、５名で現地確認しました。

登記簿は畑、現況は原野です。申請地のうち１筆は、子供たちの公園として長く提供し

ておりましたが、現在は遊ぶ子供もいなくなり原野になっております。あとの２筆は隣

接しており耕作放棄地の荒れ地になっております。周辺に農地はなく、チェックシート

に照らし合わせて、何ら問題はございません。ご審議よろしくお願いします。 

  

議   長 質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１２１番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認しました。 

  整理番号１２２番を審議します。担当農業委員、砂川委員の報告をお願いします。 

    

砂 川 委 員 １２月１日に推進委員と事務局、申請者と４名で現地確認しました。図面をご覧いた

だくと分かりやすいと思います。３０年以上前から駐車場や墓地になっているとこがあ

ります。鹿野城が廃城になってからのこととのことで、開発行為は２０年、３０年単位

でのことではなく、１００年単位のことではないかとのことでした。残りの筆は境内地

となっております。現状ではやむを得ないと判断しました。 

    

議 長 質問・意見はありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  整理番号１２２番について、原案どおり承認することに異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議 長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり承認されました。 

 以上で議案第５５号「非農地証明について」を終了します。 

  続きまして議案第５６号「鳥取市農用地利用集積計画について」を議題とします。事

務局の説明をお願いします。 

    

事 務 局 鳥取市長から、令和４年１２月２３日告示予定で農用地利用集積計画の決定を求めら

れています。 

利用権を設定しようとするものが新規１５件、更新２３件、計３８件となっておりま

して、面積は田が９４，９９４㎡、畑が２３，０５０㎡、計１１８，０４４㎡となって

おります。権利種別の内訳は、賃借権が２２件、使用貸借による権利が１６件、所有権



11 

移転が１件となっています。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件に照らし合わせたところ、特に問

題は見受けられませんでした。 

    

議   長 議案第５６号につきまして一括して質疑・意見を伺います。何かありませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  議案第５６号「鳥取市農用地利用集積計画について」、原案どおり決定することに異

議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  引き続き、議案第５７号「鳥取市農用地利用配分計画について」を議題とします。事

務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 鳥取市長から農用地利用配分計画の案の作成に係る意見決定を求められています。今

回、鳥取県農業農村担い手育成機構が中間管理権を取得し農業者等に配分する農地の面

積は、すべて田であり３６，１９６㎡となっています。 

権利種別の内訳は、賃借権１８件、使用貸借による権利が１件の合計１９件となって

います。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第４項の要件に照らし合わせたとこ

ろ、特に問題は見受けられませんでした。 

   

議   長 議案第５７号につきまして一括で質問・意見を受け付けます。 

  （質疑・意見なし） 

   

議   長 無いようですので、採決に移ります。 

  議案第５７号「鳥取市農用地利用配分計画について」、原案どおり決定することに異

議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  引き続き、議案第５８号「農地利用最適化推進委員の辞任の同意について」を議題と

します。事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局 令和４年１２月１日付で、●●推進委員から辞任願が提出されております。農業委員

会等に関する法律第２３条の規定によりの農地利用最適化推進委員の辞任の同意を求め

るものであります。 

  

議 長 ●●委員から辞職の申出があったようです。皆様の同意を得て、今後の協議をするこ

とになりますが、皆様、同意されておられますでしょうか。 

 （はい） 

 それでは、今後の流れを事務局よりお願いします。 

  

事 務 局 理由としまして、一身上の都合ということですが、ご本人さんより了解を頂いており

ますのでご報告いたしますが、体調が悪くなったということで、推進委員としての活動

が難しくなったとのことです。ですので、やむを得ないのではないかと思っておりま

す。それで、欠員となりますので、隣の地区の推進委員に今、打診しているところであ

ります。次の改選までは約６か月ありますが、欠員のままでいきたいと思っておりま

す。 

  

議   長 皆様、よろしいでしょうか。 
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（はい） 

  それでは、報告事項に移ります。何か質問・意見はございませんか。 

  

  報告事項 

  （１） 農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の受理について 

（２） 公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書の受理について 

（３） 農地転用許可後の工事進捗状況および工事完了に係る報告書の受理について 

（４） 農地の形状変更届出書の受理について 

（５） 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

  

議 長 無いようですので、以上で本日の審議を終了したいと思います。これで令和４年度 

第９回鳥取市農業委員会総会を閉会といたします。 

  

 閉会 午後３時２４分 

 

 

 

 


